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定期監査結果報告書の提出について 

 このことについて、地方自治法第１９９条第９項の規定に基づき監査結果を下記の

とおり報告します。 

 

記 

 

１． 監査の基準 

相良村監査委員監査基準（令和 2年相良村監査告示第 3号） 

 

２． 監査の種類 

  定期監査（地方自治法第 199条第 4項） 

 

３． 監査の対象 

  令和５年４月１日から令和５年１０月末日までの一般会計並びに特別会  

計の予算執行状況、事業執行状況、令和４年度繰越明許費にかかる繰越事業

実施状況等について全課局を対象に監査を行った。 

 

４． 監査の着眼点 

  相良村監査委員監査基準に従い、財務に関する事務の執行及び事業に係る  

事務の管理について、法令等に適合し適正に行われているか、また、合理的

かつ効率的に組織及び運営がなされているかを主眼とした。 

 

５． 監査の実施内容 

      監査の対象となった事務の執行について、提出された書類並びに提示のあ 

った関係書類等に基づいて、質問を行うとともに必要と認めたその他の監査 

を実施した。 

 

６． 監査の実施場所及び日程 

実施場所 相良村役場 議員控室 

実施期間 令和５年１１月１７日から１１月２４日まで（実質４日間） 



７．  監査の結果 

全般的に行政の流れは順調に行われているように感じた。各課において、  

執務遂行に努力されていることを資料と各課長の説明を受け感じた。各課、    

局ともに事務処理において概ね良好に予算の執行がなされていた。 

     また、令和４年度の繰越事業及び事故繰越事業についても、概ね良好に執 

行されていた。指導及び指摘事項については、下記のとおり。 

 

 

指導事項 

（１）建設課 

       簡易水道特別会計及び農業集落排水特別会計における使用料の過年度分

未済額の収納については、徴収計画に基づき臨戸等により徴収に努められた

い。 

 

指摘事項 

（１）総務課 

    現在、職員の給与支払い事務において、給与の一部を現金で支給されてい

るが、事務の効率化、安全性の確保のため、給与の全額口座振込みはできな

いのか、再度、検討されたい。 

 

（２）産業振興課 

       鮎等中間育成施設については、施設の老朽化に伴い、必要に応じて修繕、

改修が行われているが、施設が遊水地に含まれることから、今後、施設の運

営について、国、県等の協議を早めに行う必要がある。 

 

 

 

 

 

 


